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令和５(2023)年度 インバウンド観光誘客マネジメント事業企画提案仕様書 

 

１ 件名  

令和５(2023)年度インバウンド観光誘客マネジメント事業 

 

２ 委託期間  

契約締結の日から令和６(2024)年２月29日まで 

 

３ 事業の趣旨  

新型コロナウイルスに対する水際対策が大幅に緩和され令和４年10月より海外からの

個人旅行客の受入が再開されたことに伴い、今後は他県や他国との誘客競争がさらに激

化することが予想される。また、コロナ禍を経てインバウンドを取り巻く環境は大きく

変化しており、多様化するニーズを的確に捉えたプロモーション策がこれまで以上に求

められる。 

そこで、デジタルマーケティング及び観光マーケティングの視点からデータに基づき

各国の旅行者のニーズ等を把握するための調査・分析を行うことにより、本県が売り出

すべきコンテンツやプロモーション手法等の明確化を行う。本事業で導き出した分析結

果をエビデンスとして感覚に頼らない効果的な誘客施策を展開し、インバウンドプロモ

ーションの強化及び来訪者数の最大化に繋げる。 

 

４ 事業実施にあたっての与件 

(1) 調査対象国・地域 

台湾、米国、タイ（以下、「調査市場」という。） 

(2) 事業の目的 

   本事業では、各調査市場において下記の目標を達成することを目的とする。 

(ア)本県への外国人来訪者数の増 

(イ)本県への外国人宿泊者数の増 

(ウ)本県における外国人旅行者消費単価の増 

(3) 目標達成に向けて明確にしたいこと 

(ア) コロナ禍を経た現在の旅行傾向や嗜好 

(イ)本県がターゲットとすべき地域 

(ウ)本県のターゲットとすべき層の属性（年代、収入等） 

(エ)本県の観光資源について、売り出すべきコンテンツ 

(オ)ターゲットへのアプローチに効果的なプロモーション手法（ツールやサイト等） 

(カ)その他、本県観光施策を立案する上での根拠となる消費者行動等 
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５ 委託内容  

(1) データ収集及び調査業務 

調査市場毎に４（３）を導き出すためのエビデンスとなるデータを収集し、総合的に

分析することを目的とした調査を行うこと。収集するデータは、①委託者が所有するデ

ータ、②観光庁や日本政府観光局（JNTO）等の公的機関が公表しているオープンデー

タ、③新たに実施する調査データ等とし、具体的な収集データや調査内容及び手法を提

案すること。なお、①について、委託者から提供可能なデータは以下のとおりとする。 

ア 本県WebサイトやSNS等のアクセスデータ 

【Webサイト】 

名称 言語 URL 

Visit Tochigi 

英語 https://www.visit-tochigi.com/ 

繁体字 https://www.visit-tochigi.com/zh-tw/ 

タイ語 https://www.visit-tochigi.com/th/ 

The Grace of 

Japan,Tochigi 

英語 現在非公開 

【SNS】 

名称 言語 URL 

Youtube 英語 https://www.youtube.com/@the_grace_of_japan_tochigi 

Facebook 
英語 https://www.facebook.com/100064302147126/ 

繁体字 https://www.facebook.com/160838867687423/ 

Instagram 英語 

繁体字 
https://www.instagram.com/visit_tochigi_official2/ 

イ 栃木県及び委託者が過去に行った施策や調査等のデータ 

  ・栃木県動態調査 

  ・栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査 

  ・各種事業で取得したアンケート調査 

ウ 委託者が過去に行った広告配信データ 

(2) データ分析業務 

(1)の調査結果に基づき、エビデンスとなるデータを明確にした上でデジタルマー

ケティング及び観光マーケティングの視点から調査市場毎に分析・考察を行うこと。

分析手法としては本県の観光プロモーション策に有効なターゲットクラスタの分類・

作成を含むこととし、具体的な分析方法について提案すること。 

(3) レポート作成業務 

(2)の分析結果を基に、調査市場毎に４(3)を中心とした事項についてレポートにま

とめて報告を行うこと。なお、可能な限り具体的な事例への落とし込みを行い、自治

体職員及び観光事業者等が直感的に理解し施策検討のガイドラインとして活用しやす
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いよう図等を使用した内容とする。レポートの内容やイメージ図を具体的に提案する

こと。 

 

６ 実施スケジュール（予定） 

・契約締結日～８月 データ収集及び調査業務 

・９～10月      分析業務 

・９月下旬    レポート中間報告 

・11月３日（金）  レポート概要版提出 

・11月30日（木）   レポート最終版提出 

・２月29日（木）   分析結果報告書及び事業報告書提出 

 

７ 留意事項 

・本事業の実施に当たっては、関係法令を順守し、委託者と協議を重ねながら、適正

に履行すること。 
・各業務上で必要となるデータ収集に係る調整や許諾等は、全て受託者の責任におい

て行うこと。 
・本仕様書により制作された成果物の一切の著作権（著作権法第27条及び第28条の権

利を含む。）は、完了検査をもって全て委託者に移転すること。 
・受託者は、委託者が認めた場合を除き、成果物に係る著作者人格権を行使できない

ものとする。 
・成果物については、第三者の知的財産権等を侵害していないことを保証すること。 
・第三者が有する知的財産権等の侵害の申立を受けたときには、受託者の責任（解決

に要する一切の費用負担を含む。）において解決すること。 
・委託者は、必要に応じ、受託者に対して委託事業の処理状況について調査し、報告

を求めることができる。 

・本事業に係る調整、調査、データ購入費、分析、報告等の一切の経費は、全て当初

委託金額に含むこと。 

・見積書や請求書において、データ収集、購入、分析等の項目を別立てで計上し、積

算すること。 

・業務の詳細について委託者と協議の上決定し、進捗状況を綿密に委託者に報告する

こと。  

 

８ 成果物 

(1) 提出物 

・分析結果報告書 紙媒体１部及びDVD-ROM２枚またはUSBメモリ１個 

 ※５(2)で実施した各種分析の結果を集約したもの。 
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・実績報告書 紙媒体１部及びDVD-ROM２枚またはUSBメモリ１個 

・実施した調査のローデータ DVD-ROM２枚またはUSBメモリ１個 

・調査市場毎の分析レポート 紙媒体１部及びDVD-ROM２枚またはUSBメモリ１個 

(2) 提出場所 

栃木県国際観光推進協議会事務局 

（栃木県産業労働観光部観光交流課内） 

(3) 提出期限 

令和６(2024)年２月29日 

 

９ 総括責任者 

受託者は、本事業の実施に当たり、十分な経験を有するものを総括責任者として定め

なければならない。また、企画提案時点で確約するものとし、原則として変更できな

い。 

 

10 その他 

・本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたときは

委託者と受託者が協議の上で定めることとする。 

・上記に関わらず、明示のない事項にあっても、社会通念上当然必要と思われるもの

については本事業に含まれるものとする。 

 


